
平成２４年６月１日の改正法施行時に「使用届」の届出が必要かどうかを判定するものです。
「使用届」は、平成２４年６月３０日までに県又は政令市へ提出してください。
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いいえ 　 　はい
　下水道に排水
　の全量を排出

※１　瀬戸法については、第５条第１項の設置許可申請。

※２　基本的に、全ての場合で地下浸透のおそれがあると考えられます。

有害物質貯蔵指定施設に該当

有害物質を貯蔵することを目的
とする施設である

有害物質を含む液状の物を貯
蔵する施設である

漏洩した場合に、地下に浸透す

るおそれがある 
※2

一定の期間、一定の場所に設
置された施設である

これまで、無
届・無許可で特
定施設を設置
していた可能性
あり
→水質汚濁防
止法第５条第１
項に基づく届出
※1

が必要

改めて使用届
（改正法附則第
３条第１項）を
提出する必要
なし

使用届（改正法
附則第３条第１
項）を提出する
必要あり

水質汚濁防止
法に基づく届出
は不要

水質汚濁防止法第５条第１項に
基づく届出をすでに行っている、
あるいは瀬戸内海環境保全特
別措置法（瀬戸法）第５条第１項
に基づく許可をすでに受けてい
る

スタート

施設の設置場所が工場・事業
場である

有害物質を含む汚水又は廃液
を排出する施設である

有害物質を製造し、使用し、又
は処理を目的とする施設である

水質汚濁防止法施行令別表第
１に掲げられる特定施設である

使用届の対象判定フローチャート
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設に係る

有害物質使用特定施設に該当

公共用水域に水を排出する工
場・事業場である



平成２４年６月１日の改正法施行以降に、新たに施設を設置する場合に必要な手続きを判定するもの
です。

「設置届」又は「設置許可申請」については、県又は政令市へご相談ください。
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はい 　　  いいえ
　下水道に排水
　の全量を排出

※１　瀬戸内海環境保全特別措置法。

※２　基本的に、全ての場合で地下浸透のおそれがあると考えられます。

有害物質を含む液状の物を貯
蔵する施設である

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の

有害物質使用特定施設に該当

公共用水域に水を排出する工
場・事業場である

水質汚濁防止法施行令別表第
１に掲げられる特定施設である

漏洩した場合に、地下に浸透す

るおそれがある
※2

水質汚濁防止
法の届出、瀬

戸法
※1

の許可
は不要

工場・事業場からの排出水が瀬
戸内海に流入する地域か

排出水量が日最大で50m
3
／日

以上か

設置の際の手続きの判定フローチャート

スタート

施設の設置場所が工場・事業
場である

有害物質を含む汚水又は廃液
を排出する施設である

有害物質を製造し、使用し、又
は処理を目的とする施設である

有害物質貯蔵指定施設に該当

有害物質を貯蔵することを目的
とする施設である

一定の期間、一定の場所に設
置する施設とする予定である

設置許可申請

（瀬戸法
※1

第５
条第１項）が必
要

設置届（水濁法
第５条第１項）
が必要

設置届（水濁法
第５条第３項）
が必要


